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１年：１冊目 

国～１０マス十字、算～７マス十字 

２冊目以降 

国～１２マス十字、算～１４マス 

２年：１冊目 

国～１２マス十字、算～１４マス 

２冊目以降 

国～１５マス十字、算～１４マス 

３年：国～１８マス 
   社、算、理、マイスタ～１０ミリマス十字 

４年：国～１２行タテリーダー 
   社、算、理、マイスタ～１０ミリマス十字 

５年：国～１５行タテリ－ダー 

   社、算、理、マイスタ～１０ミリマス十字 

６年：国～縦罫１５行  

   社、算、理、マイスタ～１０ミリマス十字 

・家庭学習帳や  ＊その他、担任から指示がある場合もあります。 

毎日、マイ・スタディに 
取り組みます 

 

令和８年度 

保存版 
〒0７８－８２１５ 旭川市 5 条通 21 丁目 

TEL （0166）32-3204・3205 FAX （0166）32-3205 
お子さんについてご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・登校から下校までの児童のけがは「日本スポ
ーツ振興センター」の対象となります。 

・ＰＴＡ活動中のけがは「北海道 PTA安全互助
会」の対象となることがあります。 

・けがをして病院にかかった場合は、担任にご
連絡ください。 

 

 

・諸費振替日は５～２月の毎月１５日です。残高
の確認をお願いします。引き落としができなか
った場合は、直接納入となります。 

・校外学習等に関わる費用（バス代、調理の材料
費など）については、現金で徴収するものがあ
ります。 

けがをした時はお知らせください 

 

  

・「マチコミ」で 8:00 までに連絡し
てください。 

・教職員に直接伝えたい場合は、電話
でお伝えください。 

・体調不良による遅刻や早退は、安全
確保のため、保護者の送迎をお願い
します。 

・お子さんが体育を休んで見学する
場合は、保護者から担任へご連絡く
ださい。 

保護者が連絡してください 

 

登校  

 

 

 

 

 

 

 

 諸費振替日は毎月 15 日です 

 

 

 
 

 
 

学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

○ ○     

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  ○ ○ ○ ○ 

○ ○     

 ○ ○ ○ ○ ○ 

  ○ ○ ○ ○ 

   ○ ○ ○ 

全
学
年
共
通 

■お道具箱 

■はさみ、スティックのり 

■クーピーまたは色鉛筆 

■体育帽子、とびなわ 

■粘土、粘土板 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

■
■
■

■給食袋① 
■
■

給食袋① 

生 
 

活 

学 
 

習 

そ 

の 

他 

◆深く考え学び合う子 
◆思いやりの心をもち仲よくする子 
◆からだをきたえやりぬく子 

帰 

宅 

学校には車以外でお越しください 

5～8月   18 時まで 
3、4、9、10月 17 時まで 
11～2月  16 時まで 

給食袋② 

お土産や転出時のお礼はいりません 

 

 

 

鉛 筆 
鉛筆５本（２Ｂ～ＨＢ） 

赤鉛筆１本、青鉛筆１本 

ペ ン 
黒の油性ペン 1 本 

(4 年生以上はボールペン、

色ペン、蛍光ペン等も可) 

消しゴム １個（よく消えるシンプルな物） 

定 規 
10～15cm 程度の透明なもの

１本（折りたたみは不可） 

※シャープペンシルや飾りの付いた鉛筆は持ってきません。 
※学年によって、筆箱の中身を追加することがあります。 
※筆入れには、マスコットなどを付けません。 

筆箱の中身は決められた物だけ
にします 

・・下校時刻は学年通信でご確認ください。 

 

 

■エプロン 
■マスク 
■三角巾又は帽子 
＊週末に持ち帰ります。 

 

8:15～8:25

・駐車スペースがほとんどありませんので、
学校にお越しの際は、徒歩か自転車をご利
用ください。 

・食物アレルギー対応や保護者の金銭的負担
を考え、学校が児童へ物品を配付すること
はしていません。お土産や転出時のお礼（食
べ物・文房具等）は、なしとします。 

日課表

子どもたちの情報を守ります 
・児童の顔写真や動画を撮影し、個人が特定
されるような SNS などへ掲載することは固
く禁じます。 

・原則、ほかのお子さんに関わる個人情報は
教えることはできません。 

8:10 までに 
教室に入ります 

学校だよりや学校いじめ防止基本
方針をご覧いただけます。 

学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年

時間(分) 20 30 40 50 60 70

使用するノートをそろえます 

スクールカウンセラーによる教育相談を受けられます 

朝日放課後児童クラブ 

・他人の家の敷地内へ勝手に入りません。 

・お金の貸し借りや買い食い、おごったりお
ごられたりはしません。 

・おつかい以外は、スーパーやコンビニ等に
出入りしません。児童だけで飲食店やゲー
ムセンター等に出入りしません。 

・家の人がいないときに友達を家に入れた
り、勝手に入ったりはしません。 

・インターネット、SNS などの利用について、
家庭で決めたルールを守ります。 

・家の人に「行き先」「誰と」「帰宅時
刻」を伝えて出掛けます。 

 

 
・端末は家庭での学習「マイ・スタデ
ィ」に使います。 

・家庭でも、学校のルールに従って端
末を使います。 

・充電は、次の日の授業で使えるよう
に、ご家庭でしてください。 

・端末の調子が悪いときや破損した場
合は、学校までご連絡ください。 

・イヤホンは必要に応じてご家庭で用
意していただきます。 

・端末ケースはご家庭でご用意してい
ただきます。 

・1 年生は、年度途中から持ち帰りを始
めます 

端末は毎日持ち帰ります 
 

・日課及び下校時刻については、学年通

信でご確認ください。 

・17:30 以降のお電話には出られない場

合があります。 

[ 本校職員勤務時間 8:00～16:30 ] 

土日、祝日、学校閉
庁日等の休業日に
おける病気や怪我
の緊急連絡につい
ては、「朝日小学校
緊急時用メール」で
お知らせください。 

約束を守って安全にすごします 

下駄箱 
高さ 27cm 

 
 
・お子さんの成長や子育て等の悩み事につい
て、お気軽にスクールカウンセラーと相談で
きます。希望される方は、学校までご連絡く
ださい。 

 
 
・手続き等については、直接お問合せください。 

朝日放課後児童クラブ 0166-35-8500 
朝日第 2 放課後児童クラブ 0166-35-3101 

 
北海道子ども相談支援センター 0120-388-256 
旭川市子どもＳＯＳ電話相談 0120-126-744 
子ども総合相談センター 0166-26-5503 
北海道旭川児童相談所 0166-23-8195 
子 ど も の 人 権 １ １ ０ 番 0120-007-110 
 

いじめや子育てに関する相談窓口 

Ａ日課 Ｂ日課
月・水・金 火・木

8:00-8:10 8:00-8:10

8:15-8:25 －

8:25-8:35 8:15-8:25

8:35-9:20 8:25-9:10

9:25-10:10 9:15-10:00

10:10-10:25 10:00-10:15

10:30-11:15 10:20-11:05

11:20-12:05 11:10-11:55

12:05-12:45 11:55-12:35

12:45-13:00 12:35-12:40

13:00-13:15 12:40-12:50

13:20-14:05 12:55-13:40

14:10-14:55 13:45-14:30

14:55-15:05 14:30-14:40

４時間 13:20 12:55
５時間 14:15 13:50
６時間 15:05 14:40

下校

3時間目

4時間目

給食

帰りの会

6時間目

5時間目

昼休み

掃除

児童登校

朝の活動

朝の会

1時間目

2時間目

中休み

・1 年生は、運動会まで集団下校です。 

 

 


